
未来ちゃん 情 局報

問 

学
校
教
育
課 

教
務
係 

☎
６
５
・
１
１
４
９

児
童
・
生
徒
の
就
学
援
助
制
度

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

小
・
中
学
校
に
在
学
中
ま
た
は
入
学
予
定
の
児
童
・

生
徒
が
い
る
家
庭
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
学
用
品

費
や
給
食
費
等
の
納
入
が
困
難
な
方
は
、「
就
学
援
助
制

度
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
持
参
品
】

　

① 

世
帯
全
員
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

　
　

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

　

② 

申
請
者
の
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

【
申
込
期
間
】
2
月
13
日
㈫
～
４
月
30
日
㈫

※【
入
学
準
備
金
の
４
月
支
給
を
希
望
す
る
方
に
つ
い
て
】

　

希
望
者
に
つ
い
て
は
、
入
学
準
備
金
に
限
り
４
月
に

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
（
持
参
物
）
前
記
の
持
参
物
の
ほ
か
次
の
書
類
が
必
要

③ 

口
座
振
替
依
頼
書
（
振
込
用
通
帳
）

　

④ 

前
年
に
収
入
の
あ
っ
た
世
帯
全
員
の
源
泉
徴
収
票

　

 

ま
た
は
、
確
定
申
告
の
写
し

　
（
入
学
準
備
金
申
込
期
間
）２
月
13
日
㈫
～
３
月
15
日
㈮

【
そ
の
他
】
期
日
を
過
ぎ
て
の
申
請
の
場
合
、
支
給
開
始

時
期
が
遅
く
な
る
ほ
か
、
一
部
の
就
学
援
助
費
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
分 

就
学
援
助
申
請

お知らせ

問 

企
画
財
政
課 
企
画
広
報
係 

☎
６
５
・
１
０
８
５

桂
川
町
移
住
定
住
奨
励
金
等

交
付
事
業
に
つ
い
て

移
住
定
住
促
進
に
向
け
て

　

桂
川
町
で
は
、
左
記
の
【
交
付
の
要
件
】
を
全
て
満

た
し
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
に
参
画
い
た
だ
け

る
世
帯
に
対
し
て
、
移
住
定
住
奨
励
金
等
を
交
付
す
る

「
桂
川
町
移
住
定
住
奨
励
金
等
交
付
事
業
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

対
象
の
世
帯
に
は
、
事
業
案
内
に
関
す
る
書
類
等
を

５
月
下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、
未
申
請
の
方
に
は

12
月
に
再
度
通
知
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
本
事
業
に
関
し

て
、
該
当
の
有
無
な
ど
ご
確
認
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、

お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
交
付
の
要
件
】
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

①
令
和
４
年
１
月
2
日
～
令
和
5
年
１
月
1
日
の
期

間
に
、
床
面
積
50
㎡
以
上
の
生
活
の
本
拠
と
な
る

居
住
用
住
宅
を
購
入
し
た
世
帯

②
世
帯
員
等
が
桂
川
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、

対
象
住
宅
に
住
民
票
を
移
し
て
い
る
こ
と

③
申
請
日
に
お
い
て
、
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

④
行
政
区
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
、
ま
た
は
暴
力
団
員
と
密
接
な

関
係
を
持
つ
者
で
な
い
こ
と

奨励金

問 

学
校
教
育
課 

教
務
係 

☎
６
５
・
１
１
４
９

経
済
的
な
理
由
に
よ
る
就
学

困
難
者
へ
資
金
を
貸
与
し
ま
す

若
年
者
専
修
学
校
等
技
能
習
得
資
金
貸
与
制
度

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、専
修
学
校
や
各
種
学
校
（
県

が
指
定
す
る
学
校
）
で
の
就
学
が
困
難
な
方
は
、「
就
学

資
金
等
の
貸
与
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
】
次
の
①
、
②
を
す
べ
て
満
た
す
方

　

① 

令
和
6
年
３
月
に
中
学
・
高
校
を
卒
業
し
た
人

　
　

 

ま
た
は
令
和
5
年
度
に
高
校
を
中
退
し
た
人

　

② 

以
下
の
い
ず
れ
か
の
収
入
基
準
に
該
当
す
る
方

　

・
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

　

・
市
町
村
民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
世
帯

　

・
市
町
村
民
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
世
帯

　

・
世
帯
の
収
入
が
生
活
保
護
基
準
額
の
1.5
倍
以
下
の

　
　

世
帯

【
申
込
期
間
】
４
月
1
日
㈪
～
４
月
30
日
㈫

【
貸
付
金
額
】

　

・
入
校
支
度
金
：
10
万
円

　

・
就
学
資
金
（
月
額
） 

専
修
課
程
： 

5
万
3
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
そ
の
他
課
程
： 

3
万
円

　

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問
合
せ
く
だ

　
　

さ
い
。

お知らせ

令和６年 . 広報けいせん 2 月 6 頁


